
（書式１－１） 

株式交換契約書 

 

株 式 交 換 契 約 書 

 

○○○○株式会社（以下「甲」という）と△△△△株式会社（以下「乙」とい

う）との間で、以下のとおり株式交換契約を締結する（以下「本契約」という）。 

 

（本契約の目的） 

第１条 甲乙は、甲を乙の完全親会社とし、乙を甲の完全子会社とするため、

本契約を締結する。 

 

（株式交換の日） 

第２条 株式交換の効力発生日（以下「株式交換の日」という）は、平成○

○年○○月○○日とする。ただし、株式交換手続進行上の必要性その他

の事由により、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。 

 

（新株の発行及び株式の割当等） 

第３条 甲は、株式交換に際し、新株式として普通株式○○○○○株を発行

し、株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ）に記載された株主（実質株主を含む。以下同じ）に対し、各

株主が所有する乙の普通株式○株につき甲の株式○株を割当交付する。 

 

（資本金及び準備金） 

第４条１ （省略） 

   ２ （省略） 

 

（株式交換交付金） 
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第５条 甲は、株式交換の日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主

に対し、その所有する乙の株式１株につき金○○○○円の株式交換交付

金を、株式交換の日後、遅滞なく支払う。 

 

（株主総会における承認等） 

第６条 甲乙は、平成○○年○○月○○日にそれぞれ株主総会を開催し、本

契約書の承認及び株式交換に必要な事項に関する決議を求める。ただし、

株式交換手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上これを

変更することができる。 

 

（会社財産の管理等） 

 第７条 甲乙は、本契約締結後、株式交換の日の前日に至るまで、善良な管理

者の注意をもってその業務の執行及び財産の管理運営を行うものとし、

その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじ

め甲乙協議のうえ、実行する。 

 

（株式交換前に就任した役員の任期） 

 第８条 株式交換の日前に甲の取締役及び監査役に就任した者の任期は、本株

式交換がない場合に在任すべき時までとする。 

 

（利益配当の限度額） 

第９条 第２条所定の株式交換の日である平成○○年○○月○○日までに行

う利益配当の配当総額の上限額は下記のとおりとする。 

記 

甲  金         円 

乙  金         円 

 

（株式交換条件の変更及び株式交換契約の解除） 
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 第10条 本契約締結の日から株式交換の日の前日までの間において、天災

地変その他の事由により甲又は乙の財産又は経営状態に重大な変動

が生じた場合は、甲乙協議のうえ、本契約の内容を変更し、又は本

契約を解除することができる。 

 

（本契約の効力） 

第11条 本契約は、第６条に定める甲及び乙の株主総会の承認又は法令に定

める関係官庁等の承認が得られないときは、その効力を失うものとする。 

 

（規定外事項） 

第12条 本契約に定めるもののほか、株式交換に際し必要な事項は、法令及

び本契約の趣旨に従い、甲乙協議のうえ決定する。 

 

以上のとおり契約したので、契約書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

（甲）○○県○○市○○町○丁目○○番○○号 

○○○○株式会社 

代表取締役               

 

（乙）○○県○○市○○町○丁目○○番○○号 

△△△△株式会社 

代表取締役              
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解説 

 

株式交換をする場合は、株式交換契約を締結しなければならない（会社法

７６７条） 

株式交換契約で定めなければならない事項は法定されている（会社法７６

８条）。 

会社法施行の日（平成１８年５月１日）から１年を経過すれば（会社法附則

４）、株式交換完全親会社は株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対し

てその株式に代わる金銭等を交付することが出来るようになった（会社法第７６

８条第１項第２号）。 
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